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「
ラ
イ
ヒ
し
（
釜
琶
と
「
第
三
ラ
イ
ヒ
」
に
つ
い
て問

　
崎

万
　
里

（サ9）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
蕎
臆
、
『
史
學
』
に
揚
載
し
た
る
『
国
ヨ
℃
藩
℃
”
。
幽
9
の
新
用
法
と
そ
の
語
義
及
び
鐸
語
沁
つ
い
て
』
ε
い
ム
拙
丈
（
一
）

が
、
端
な
く
も
潮
田
．
、
今
泉
爾
教
授
の
注
意
に
上
ウ
、
潮
田
江
次
教
授
は
『
三
田
致
治
餓
會
誌
』
（
5
k
於
て
、
今
泉

柔
嚢
誓
『
蒙
璽
る
暴
て
、
そ
れ
ぐ
霧
せ
逸
る
歪
ろ
が
あ
霧
．
，
拙
丈
が
駿
馨
婁

軌
諮
の
機
縁
ε
な
う
（
四
M
且
つ
拙
丈
の
中
龍
は
、
今
泉
教
授
の
正
し
く
指
摘
せ
ら
れ
て
わ
る
遙
ゆ
、
説
炉
て
『
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

盤
さ
ざ
る
減
み
』
（
孟
）
が
あ
つ
セ
の
で
あ
る
が
、
幸
に
し
て
爾
敏
授
の
好
意
あ
る
記
越
k
よ
3
、
、
是
等
の
顯
が
幾
分
か

補
足
せ
ら
れ
る
k
至
つ
た
ヒ
ε
は
、
私
の
深
く
欣
び
ε
す
る
駈
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
今
泉
教
授
の
塚
論
の
中
k
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唇

拙
文
k
甥
し
幾
分
誤
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
k
恩
は
れ
る
節
も
あ
る
の
で
「
そ
の
識
を
舅
自
k
す
る
ε
共
k
、
潮
田

殺
授
の
記
蓮
k
響
も
て
も
一
書
趨
れ
て
置
奮
陀
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
『
ラ
イ
ヒ
蝕
勾
o
ざ
ゲ
）
建
『
第
三
ラ
イ
ヒ
も
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



（80）

　
　
　
　
　
っ
ラ
イ
と
』
（
労
O
凶
O
げ
）
建
『
第
三
ヲ
イ
ヒ
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
◎

　
　
（
註
一
）
　
史
穆
第
十
八
．
雀
第
一
一
↓
昌
A
“
併
盤
一
聾
四
ゐ
ハ
頁
。

　
　
（
註
二
》
潮
田
敦
授
『
ナ
チ
ス
三
題
』
三
田
政
治
學
會
誌
第
十
九
號
七
ー
一
〇
頁
。

　
　
〈
註
三
）
今
泉
教
授
『
獅
逸
に
於
け
る
『
第
三
ラ
イ
ヒ
』
の
意
昧
』
法
學
研
究
第
十
八
巻
第
四
號
六
五
ー
入
四
頁
。

　
　
（
髄
四
）
潮
田
教
授
．
前
掲
一
〇
頁
δ
註
、
今
最
教
授
前
掲
六
五
買
。

　
　
（
註
霊
）
今
泉
教
援
前
揚
六
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
拙
丈
は
国
e
風
3
図
臥
9
な
る
語
が
今
日
に
於
て
は
邦
語
k
於
け
る
輩
な
る
『
帝
國
』
で
は
な
く
、
≧
の
語
の
歴
史

的
経
愚
を
含
む
相
常
蔵
雑
な
語
義
・
用
法
を
生
む
k
至
つ
た
に
も
拘
ら
ず
」
我
が
國
に
於
f
は
今
な
ほ
一
般
杜
會
の
み

な
ら
ず
學
界
の
一
部
に
於
て
さ
へ
も
誤
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
勲
が
あ
る
の
を
遺
械
ε
し
、
そ
ρ
用
法
及
ぴ
語
義
を
明
か

な
ら
し
あ
る
ε
共
k
．
ぞ
の
鐸
語
に
於
て
も
漫
然
使
用
す
る
こ
ε
な
き
や
う
注
意
を
喚
起
私
ん
ε
欲
す
る
も
の
で
あ

つ
た
。

・
史
學
掲
戴
の
鶉
丈
は
故
憲
k
提
要
的
認
蓮
を
旨
ε
し
髭
た
め
、
聯
か
煩
雑
に
過
ぎ
誤
解
を
招
く
虞
れ
も
あ
つ
π
の

で
、
こ
、
に
爾
敏
授
の
所
論
に
直
接
關
係
の
あ
る
〔
ラ
ィ
ヒ
」
に
關
す
る
部
分
を
摘
記
し
て
、
先
づ
私
の
言
は
ん
ε
欲

し
た
ε
こ
ろ
を
明
自
な
ら
し
あ
た
い
。
即
ち
そ
の
大
綱
は
（
一
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
』

　
フ
ラ
ン
メ
語
の
『
ア
ソ
ビ
聾
ル
』
だ
英
語
の
『
エ
シ
パ
イ
ァ
』
は
登
音
を
異
k
す
る
の
み
で
同
じ
文
字
を
用
ゐ
て
ゐ
る
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が
、
こ
の
寓
一
一
一
困
、
剛
．
。
ぜ
、
ド
刀
ッ
語
の
『
ラ
ィ
ヒ
』
β
§
ご
は
、
從
奈
何
れ
も
醐
般
k
同
義
語
ε
し
て
取
扱
は
れ
、
す
べ

て
同
一
に
『
帝
國
』
ε
邦
鐸
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
ε
こ
ろ
が
こ
の
語
の
背
景
或
は
主
膿
を
な
す
嘘
こ
ろ
の
歴
史
的
事
實
の

上
に
於
け
る
鍵
化
は
、
今
や
奮
來
の
帝
國
と
い
ム
鐸
語
だ
け
で
は
牧
ま
ら
鳳
様
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
こ
れ
を
ド
ィ
ッ
の
例
に
つ
い
て
見
る
に
、
ワ
イ
マ
！
憲
法
第
一
條
に
規
定
せ
ら
れ
た
門
ラ
イ
ヒ
』
は
最
早
や
帝
國
で

は
な
い
。
そ
れ
載
は
『
濁
逸
國
ハ
共
和
政
艘
ト
ス
』
ε
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る
美
濃
部
蓮
吉
博

士
の
鐸
文
で
あ
つ
て
、
，
こ
の
鐸
文
を
讃
ん
だ
ピ
こ
ろ
で
は
何
等
の
疑
問
も
起
さ
れ
宏
ψ
で
あ
ら
与
が
、
そ
の
原
文
は

U
霧
U
窪
§
ぽ
国
昏
一
二
の
魯
鉱
言
国
唱
＆
一
蔚
　
ε
な
つ
て
ゐ
る
。
前
蓮
の
如
く
ラ
イ
ヒ
ピ
い
ム
ド
イ
グ
語
は
本
來
英

佛
語
の
曇
后
言
虐
同
蝋
、
k
使
用
せ
ら
れ
て
來
た
の
で
国
ヨ
℃
冨
鷲
図
静
R
長
9
鰭
韻
圖
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

こ
の
憲
法
に
於
て
の
ラ
イ
ヒ
は
從
楽
あ
つ
托
如
く
帝
國
で
は
な
く
共
和
國
な
の
で
あ
る
。
從
ウ
て
こ
の
憲
法
の
中
に

彩
多
使
用
せ
ら
れ
て
わ
る
ジ
ィ
ヒ
關
係
の
用
語
は
何
れ
も
帝
國
と
鐸
す
る
鐸
に
は
行
か
な
》
。
尤
も
甚
だ
し
い
の
は

國
會
を
表
示
す
ラ
掬
。
尉
。
一
一
、
9
の
と
い
ム
丈
字
で
あ
つ
て
、
帝
■
政
時
飛
の
憲
法
k
も
共
和
致
時
代
④
と
の
憲
法
k
も
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
同
一
の
文
宰
が
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
周
知
の
如
く
、
フ
ィ
マ
警
憲
法
に
於
て
、
フ
ラ
ソ
ス
共
和
國
を

ド
ィ
ガ
語
で
は
フ
ラ
ソ
ク
ラ
曜
ヒ
ε
い
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
敢
て
差
支
入
な
い
ε
．
鯵
ム
遁
群
の
下
k
、
本
來
は
帝

國
を
意
味
し
た
底
ず
の
ラ
ィ
ど
な
る
用
語
が
新
に
共
和
國
を
表
示
す
る
言
葉
ε
し
て
探
用
さ
れ
陀
か
夢
で
あ
る
。
ぞ

　
　
　
　
ダ
歪
う
。
一
。
評
峯
「
讐
テ
‘
た
3
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
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つ
ラ
イ
セ
気
鶉
腐
多
）
蟹
℃
第
蕊
ラ
イ
ヒ
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二

れ
で
も
一
都
に
残
存
し
て
ゐ
た
復
群
蓮
動
が
萬
繍
成
功
し
て
ゐ
彪
な
ら
ば
、
・
や
は
多
以
前
の
帝
國
嘘
い
ム
意
味
が
失

は
れ
ず
に
復
活
し
た
Z
ピ
で
も
あ
ら
弘
が
・
ヒ
ソ
デ
ン
プ
〃
久
が
大
統
領
ビ
當
選
し
て
共
和
國
の
憲
法
を
遵
奉
す
べ

く
誓
詞
を
立
て
典
和
政
饅
が
不
動
の
も
の
と
な
つ
た
の
で
．
こ
の
語
義
も
決
定
的
の
も
の
ε
な
つ
た
。
こ
μ
は
ワ
ィ

マ
聖
憲
法
の
作
つ
セ
「
ラ
ィ
ヒ
じ
の
新
意
義
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
語
に
は
支
配
者
的
色
彩
が
薄
ら
ぎ
地
域
酌
の
意
味

が
強
2
つ
た
。
第
三
ラ
」
ヒ
は
≧
の
語
を
受
容
し
て
更
に
新
な
る
内
容
を
盛
う
新
惹
義
を
蜘
へ
ん
ε
し
つ
、
あ
る
。

さ
う
し
て
目
下
進
行
中
な
ε
大
載
の
結
果
は
こ
の
顯
か
ら
し
て
も
興
味
を
以
て
迎
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

　
こ
れ
を
古
奮
歴
史
k
遡
つ
て
考
察
せ
ん
に
．
ラ
ィ
ヒ
の
同
義
語
で
あ
る
エ
ソ
パ
ィ
ァ
は
本
來
の
意
昧
に
於
て
は
σ

聖
マ
の
罰
一
げ
一
℃
。
門
幽
一
一
コ
一
の
も
つ
ピ
こ
ろ
の
支
配
的
穰
力
に
重
き
が
置
か
れ
、
次
ψ
で
そ
の
支
鷹
者
た
る
皇
帝
の
編
劉
的

梅
力
の
完
成
ε
共
k
．
支
配
梅
ε
個
人
に
重
鮎
が
置
か
れ
る
大
國
家
を
意
味
す
る
様
k
な
う
、
ウ
婁
マ
帝
國
の
崩
壊

後
も
q
三
需
誘
匙
謁
曇
風
お
の
患
想
ε
共
に
、
ロ
聾
マ
帝
國
の
創
逡
し
た
世
界
的
宗
教
の
観
念
が
残
ウ
、
後
者
が
ヵ

ト
リ
．
ク
教
會
k
於
て
最
も
有
敷
k
具
現
せ
ら
れ
た
後
、
前
者
は
中
世
か
ら
蓬
世
に
亙
る
紳
聖
ロ
，
マ
帝
國
に
於
て

政
治
的
方
面
k
具
現
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
國
家
も
中
世
の
理
想
ビ
し
て
の
軍
一
宇
大
國
家
の
外
観
は
具
備
し
て
ゐ
た

も
の
の
、
震
月
ε
共
k
『
紳
聖
で
適
・
警
マ
で
竜
帝
國
で
も
』
な
く
な
夕
、
最
高
統
治
者
ε
し
て
の
皇
帝
の
権
力
が
次

第
に
萎
縮
し
、
、
顕
域
的
國
家
ε
し
て
の
自
己
の
本
鎮
k
於
け
る
諸
侯
の
實
力
に
依
存
す
る
と
ε
ε
な
つ
て
ゐ
起
ε
こ



（鴎）

ろ
か
ら
、
後
か
ら
見
れ
ぱ
、
皇
帝
ε
し
て
の
威
嚴
菟
宗
教
的
の
香
多
も
共
に
失
は
れ
、
上
古
の
ロ
書
マ
帝
國
と
同
じ

く
、
地
域
的
大
國
家
の
残
骸
が
世
人
の
頭
踏
に
映
爲
す
る
様
R
な
◎
、
そ
れ
に
そ
の
國
家
が
頗
る
複
難
多
檬
な
る
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

國
の
集
團
で
あ
つ
π
と
ご
ろ
か
ら
、
そ
の
理
想
ぜ
し
て
ゐ
彪
統
一
ヒ
帝
梅
よ
う
意
、
寧
ろ
『
複
合
性
國
家
』
冠
い
ム
擶

念
が
エ
ン
パ
ィ
ァ
即
ち
ド
ィ
ツ
語
の
ラ
ィ
ヒ
の
主
た
る
意
味
・
内
容
を
も
つ
こ
ε
k
な
つ
た
も
の
ε
、
私
は
解
し
泥
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
で
、
最
近
世
に
至
つ
て
は
、
こ
の
錨
に
關
し
て
、
言
は
ば
欺
隔
的
な
一
八
七
五
年
の
フ
ラ
ソ
メ
憲
法
に
示
さ

れ
た
主
梅
者
の
地
位
が
復
辟
を
見
る
こ
ε
な
《
し
て
途
に
共
和
國
次
統
領
衆
落
着
い
詑
ε
こ
み
か
ら
、
・
前
蓮
の
如
く

ワ
ィ
噌
夢
憲
法
に
於
け
る
ン
メ
忽
な
る
國
名
探
用
の
典
擦
ε
な
り
た
損
り
§
を
鼠
号
と
い
ム
ド
ィ
ツ
語
に
含
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ら
ロ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

『
ラ
ィ
ヒ
』
の
慧
味
が
、
當
然
國
家
は
國
家
で
あ
る
が
、
元
來
皇
帝
の
香
ウ
の
す
る
ラ
ィ
ヒ
と
ψ
ふ
丈
字
を
使
用
し
乍

ら
、
決
し
て
典
和
國
ε
い
ム
意
味
を
持
詑
な
い
（
そ
れ
は
今
後
生
れ
る
に
し
て
も
）
地
域
的
の
國
家
を
示
す
様
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

た
。
別
需
す
れ
被
エ
ソ
パ
イ
ァ
或
は
ラ
イ
ヒ
の
語
義
に
は
從
奈
常
に
皇
帝
乏
い
ム
哨
の
を
戴
炉
て
ゐ
た
ε
き
の
『
帝

國
』
ε
ψ
ふ
域
じ
が
ド
こ
か
忙
潜
ん
で
ゐ
る
様
k
思
は
れ
は
す
る
が
・
し
か
し
現
時
2
す
1
、
使
用
さ
れ
る
に
至
つ

セ
『
大
國
家
』
『
複
合
性
國
家
』
ε
い
ム
地
域
的
の
意
昧
が
強
雲
，
つ
つ
あ
る
。
要
す
る
に
も
ε
く
支
配
着
に
置
か
れ

て
ゐ
た
重
鐵
が
漸
次
地
域
そ
の
者
の
上
に
移
さ
れ
、
罵
人
主
義
か
ら
麗
地
主
義
へ
ε
移
行
し
π
の
で
あ
る
ε
、
私
は

　
　
　
　
　
ダ
ィ
5
（
釜
＆
雪
藝
轍
ラ
≦
た
つ
婁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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『
ラ
イ
ヒ
』
（
男
O
剛
暮
）
建
『
第
三
ラ
イ
ヒ
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
四

見
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
政
治
的
内
容
の
籠
つ
た
ご
器
魯
犀
。
男
鑑
畠
を
ワ
イ
マ
警
憲
法
に
於
け
る
b
霧
α
窪
冨
9
0
垣
鑑
魯
定
比

較
す
る
ε
き
は
，
前
者
は
狸
裁
的
全
禮
主
義
の
國
家
で
あ
ウ
、
後
者
は
民
主
的
自
由
主
義
の
共
和
國
家
で
あ
つ
て
、

そ
の
欧
．
治
的
内
容
は
異
る
も
、
そ
の
ラ
ィ
セ
と
い
ム
文
字
だ
け
を
ε
つ
て
見
れ
ぱ
、
何
れ
庵
皇
帝
の
ゐ
塗
や
ラ
イ
と

で
あ
つ
て
、
之
に
於
て
は
大
國
ε
し
て
の
地
域
的
國
家
の
概
念
が
主
た
る
共
通
概
愈
ε
し
て
重
き
を
な
し
て
ね
る
ε

い
ム
の
で
あ
つ
た
。

　
　
（
註
一
）
本
文
に
於
け
る
典
態
．
考
謹
及
ぴ
頴
ヨ
℃
ぎ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
す
ぺ
て
史
墨
揚
載
の
抽
文
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
以
上
の
所
読
k
封
し
今
泉
教
授
k
よ
う
幾
多
の
非
難
が
加
へ
ら
れ
た
。
．
（
鵬
鱗
綱
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

　
教
授
の
記
す
所
k
よ
れ
ぱ
『
濁
逸
k
於
け
る
ラ
イ
ヒ
（
ご
器
渥
昏
ε
が
、
現
在
、
帝
國
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ

　
　
，

と
は
、
共
和
國
た
る
佛
蘭
西
を
フ
茨
ソ
ク
の
ラ
イ
と
（
閏
3
爵
三
号
）
ε
呼
ぴ
、
填
太
利
を
ガ
Ψ
ス
ト
。
ラ
イ
ヒ
ハ
O
。。
窪
o
ざ
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ε
総
し
、
自
ら
を
ワ
イ
マ
聖
ル
憲
法
に
ま
る
共
和
時
代
よ
う
ド
イ
チ
呂
ス
・
ラ
イ
ヒ
（
U
。
碁
駒
肇
9
窃
卿
警
ご
ピ
狗
へ
陀
≧

ε
か
ら
で
も
、
客
易
に
推
定
き
れ
る
の
で
あ
る
』
《
一
）
ご
。
そ
筋
だ
か
ら
こ
そ
私
は
ラ
イ
ヒ
を
悉
く
帝
國
ε
講
す
る
こ

ε
が
正
し
く
な
い
ε
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ソ
ス
人
は
自
國
を
ぢ
労
ε
＆
言
言
孚
客
檎
”
冨
ε
稻
し
、
國
土
を
ど
斜
津
婁
8
ε
言
つ
て
ゐ
る
。
ド
イ

ツ
語
で
こ
れ
を
単
讐
ぎ
缶
魯
ε
い
ふ
こ
ε
k
つ
い
て
は
從
來
鯨
委
問
題
ε
慈
ら
れ
て
ゐ
煮
い
様
で
あ
る
が
、
’
私
の

察
す
る
笠
こ
ろ
で
は
久
し
《
地
名
ヒ
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
ね
だ
≧
の
語
は
、
ナ
ボ
レ
オ
ソ
三
世
の
時
代
に
は
フ
ラ
ン

　
ヤ
　
　
ヤ

ス
帝
國
を
意
味
す
る
言
葉
ε
し
て
逝
朗
し
て
ゐ
π
の
を
、
そ
の
帝
國
崩
壌
後
も
依
然
と
し
て
そ
の
國
家
ε
國
土
を

意
味
す
る
欝
葉
だ
し
て
そ
⑳
儘
使
用
し
凍
つ
た
も
の
で
．
ワ
ィ
マ
書
憲
法
に
於
て
帝
政
時
化
の
憲
法
か
ら
加
魯
冨
”
品

を
そ
の
儘
踏
襲
し
來
つ
π
の
ε
同
じ
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
コ
九
一
九
年
以
降
聯
邦
典
和
國
ε
な
つ
π
填
太
利
を
合

郵
嬰
第
気
シ
ゑ
h
（
O
讐
尉
Ω
一
、
嵐
琶
房
で
あ
る
塾
）
碁
泉
氏
艶
嚢
舌
る
．
轍
授
蓄
度
誤

記
せ
ら
れ
た
オ
撃
ス
ト
・
ラ
イ
ヒ
（
9
霞
鉱
畠
）
（
三
）
、
正
し
曜
は
こ
の
O
無
9
a
畠
は
ワ
イ
マ
警
憲
法
よ
う
も
後
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

駒
蓮
の
私
見
k
よ
る
ド
ィ
ッ
語
で
の
寧
讐
ぎ
昌
げ
、
ε
同
じ
工
合
に
、
從
來
の
帝
政
時
代
の
簿
統
的
國
名
を
そ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

名
ε
共
k
そ
の
儘
踏
襲
し
、
．
亀
名
ε
し
て
は
今
も
淺
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
三
者
何
れ
k
於
て
竜
地
域
的
或

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

ば
地
名
的
k
名
稽
が
残
留
し
π
こ
ε
な
る
の
で
あ
る
。

　
今
泉
鍛
授
は
2
泥
『
西
隊
民
族
の
支
配
者
k
封
す
る
執
着
は
義
々
日
本
人
の
そ
れ
ε
は
、
凡
そ
異
る
略
の
で
あ
る
』
。

（
尊
（
之
k
は
私
も
異
存
が
な
い
）
ε
し
て
．
『
二
千
六
百
年
の
歴
史
k
培
は
れ
π
我
々
日
本
人
の
支
配
者
k
封
す
る
民

族
豊
蓼
以
て
錘
韓
誓
奮
酉
驚
族
の
支
薯
箋
す
る
孟
巻
す
歪
蔭
、
撫
患
襲
襲
隆
）

　
　
　
　
．
鴨
ラ
イ
ヒ
も
（
潟
o
幽
魯
）
ε
噂
第
三
ラ
イ
と
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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『
ラ
イ
と
ト
幻
o
鰍
6
ガ
）
ミ
『
第
三
ラ
イ
ヒ
も
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

ε
叱
責
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
私
が
ラ
ィ
ヒ
は
本
來
帝
王
の
國
を
意
味
し
た
Z
ε
か
ら
、
現
在
か
く
の
如
き
支
配
者
の

有
無
を
問
題
ピ
し
な
い
國
を
意
味
す
る
様
に
な
つ
て
來
た
ε
い
ム
こ
ε
ε
は
、
矛
盾
が
あ
る
様
に
は
思
は
れ
な
い
。

そ
れ
で
、
斯
の
如
き
民
族
的
威
情
k
培
は
れ
た
日
本
人
か
ら
見
れ
ぱ
ラ
イ
ヒ
を
今
日
な
ほ
常
k
帝
國
．
こ
鐸
出
す
る
こ

ε
が
愈
ζ
以
て
不
都
合
で
あ
る
ε
、
私
は
言
つ
て
ゐ
る
．
の
で
あ
る
。
た
だ
今
泉
氏
ε
同
氏
の
親
し
い
ド
イ
ッ
人
ε
の

間
に
交
は
さ
れ
掲
『
う
そ
倶
樂
部
』
k
で
も
あ
ウ
き
う
な
會
話
（
六
）
は
、
ヒ
・
ト
ラ
蓼
に
劃
す
る
一
．
部
ド
イ
ッ
人
の
威
情

を
表
示
す
る
一
揚
の
笑
話
．
篭
し
て
は
面
自
ψ
．
で
あ
ら
う
が
、
麻
方
共
に
歴
史
的
に
は
史
實
を
無
親
し
、
法
律
的
に
は

妙
な
封
話
（
七
）
で
あ
る
か
ら
、
．
學
問
的
に
取
上
ぐ
ぺ
き
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
設
い
。

（
註
一
）

（
誰
二
）

（
註
三
）

（
註
四
㌧

（
註
琉
）

（
註
六
）

の
會
話
は
『
纏
統
ヒ
ト
ラ
著
ほ
瑛
太
利
ブ
ヲ
ウ
ナ
ウ
の
税
關
吏
の
怠
子
だ
か
ら
、
興
太
利
人
で
あ
る
が
（
當
時
は
換
太
利
合
邦
前
V
、
外
國
人
に
よ

る
濁
蓮
の
支
醗
を
概
蓬
人
絃
何
弓
考
へ
る
か
9
』
と
質
し
た
と
こ
ろ
℃
そ
の
掲
遜
人
ほ
．
之
に
答
へ
ず
に
．
ナ
竃
レ
諸
ソ
一
世
は
3
ル
シ
カ
人
だ
。

然
る
に
、 今

泉
…
欲
一
授
う
晶
樋
禍
六
山
ハ
竃
謝
ハ
七
頁
O

同
上
．
　
六
六
頁
O

同
上
、
六
六
頁
ニ
ケ
所
o

同
上
．
六
七
頁
o

同
上
．
大
ん
頁
O

氏
の
鶏
し
い
ド
イ
ッ
人
と
い
ふ
の
は
教
髪
の
ド
イ
ッ
留
學
當
時
ブ
レ
ス
ラ
ウ
に
於
け
ろ
下
宿
の
主
人
（
眼
欝
者
）
だ
さ
5
で
あ
る
が
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
直
℃
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
監
驚
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
讐
　
　
　
監
願
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
も
　
　
、
　
　
b
　
　
、
　
　
㌧
　
　
、
　
　
』
電
　
　
艦
罵
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
ロ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
　
リ

　
ヨ
ル
シ
カ
は
常
時
伊
太
利
領
で
あ
つ
た
が
、
今
日
．
誰
が
佛
閉
西
帝
政
時
代
を
以
て
炉
太
利
人
に
よ
る
佛
脳
西
の
支
配
だ
と
い
ふ
者



《訂）

　
　
　
が
あ
る
か
2
』
と
反
問
し
て
粛
た
o
』
（
前
掲
誌
。
六
七
暮
六
八
頁
）
と
い
ふ
の
で
あ
る
＾
り
（
圏
鮎
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ち
　
　
セ

　
　
　
　
ヒ
ッ
ト
ラ
』
は
人
種
的
に
は
ド
イ
ッ
人
で
あ
る
け
れ
ど
．
も
，
出
生
當
時
オ
ー
ス
ト
リ
ー
人
で
あ
つ
た
こ
と
に
ほ
間
蓮
な
い
の
で
あ
る
渉
，
彼

　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
し
　
　
り
　
　
ち
　
　
ち
　
　
る
　
　
ち

　
　
　
は
ド
ィ
ッ
の
國
籍
取
得
の
便
法
と
し
て
プ
ラ
ウ
ソ
シ
晶
ヴ
7
イ
ヒ
大
學
の
数
撹
に
任
命
せ
ら
れ
、
官
吏
と
な
れ
る
こ
と
の
結
果
．
ド
イ
ッ
人
と

　
　
　
な
つ
た
。
故
に
ド
擁
ッ
の
大
統
領
に
當
選
し
得
た
鐸
で
．
リ
イ
マ
冒
籍
法
第
四
十
一
條
の
規
定
に
よ
リ
ド
イ
ッ
人
以
外
の
も
の
が
大
統
領
た
り

　
　
　
鶴
る
こ
と
は
考
《
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
こ
の
場
合
．
國
籍
坂
得
前
に
も
彼
が
ド
ィ
ッ
人
種
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
た
と
ひ
オ
ロ
ス
ト
リ
ー
の

　
　
　
國
人
で
あ
つ
た
と
し
て
艦
感
惰
上
ド
イ
ッ
人
に
は
喜
ぱ
れ
な
か
つ
た
と
は
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
マ
ル
シ
カ
生
れ
の
ナ
ボ
レ
オ
ン
は
，

そ
の
租
先
が
ト
ス
カ
ナ
出
身
で
あ
る
か
ら
人
種
的
に
2
ル
シ
カ
人
で
あ
る
と
通
俗
的
に
冒
つ
て
も
差
亥

　
　
　
へ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
見
券
簿
嘩
寄
轟
霧
つ
た
と
い
誘
紋
正
し
く
な
い
憾
桑
舞
h
奮
ぬ
段
葱
い

　
　
　
ヤ
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ロ
　
　
も
　
　
ち
　
も

　
　
　
な
い
o
コ
ル
シ
カ
島
は
ナ
ポ
レ
オ
γ
の
生
れ
る
前
年
に
當
る
一
七
六
八
年
フ
ラ
ン
ス
が
ジ
呂
ノ
ア
か
ら
買
牧
し
た
7
ラ
ソ
ス
領
な
の
で
あ
る
o

　
　
　
ツ
ラ
ソ
ス
の
國
土
に
生
れ
た
ナ
軍
レ
オ
ソ
が
7
ラ
ン
ス
人
と
し
て
そ
の
陸
軍
の
學
校
を
卒
菜
し
て
目
艶
し
い
活
動
を
遂
げ
た
こ
と
に
は
何
の
不

　
　
　
思
議
も
な
い
。
そ
九
故
何
れ
の
場
合
に
も
『
外
國
人
に
よ
る
支
醗
軸
な
ど
い
ふ
問
題
腰
起
ら
な
い
の
で
あ
る
o
我
潅
史
學
者
な
ら
ぽ
家
系
の
み
を

　
　
　
見
て
國
籍
を
無
観
す
る
橡
の
場
合
が
な
い
と
ほ
言
へ
な
い
が
、
法
律
學
者
で
あ
る
教
擾
が
國
籍
を
鍾
観
せ
な
れ
る
の
ば
獅
か
妙
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
し
こ
れ
も
法
玄
に
拘
泥
し
な
い
現
代
法
律
學
の
新
傾
向
と
で
も
い
ふ
の
か
．
．
私
に
は
分
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ち
　
ヤ

　
「
第
三
ラ
ィ
ヒ
」
ε
い
ム
流
行
語
を
ド
誘
ヅ
に
逡
つ
た
の
は
轟
ナ
チ
ス
で
は
な
く
、
一
九
二
三
年
即
ち
ナ
チ
ス
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

横
獲
得
以
前
に
、
『
第
三
ラ
イ
ヒ
』
（
O
葛
ご
憂
冨
労
鉱
魯
）
ε
》
ふ
一
書
を
表
は
し
た
メ
」
ラ
婁
（
髭
o
亀
窪
養
昌
（
一
魯

膨
2
舞
）
で
あ
る
こ
ε
に
は
、
今
泉
教
授
も
同
意
せ
ら
れ
π
如
ぐ
、
今
は
定
読
ε
な
つ
て
ゐ
る
（
一
）
。
『
寧
ろ
、
ヒ
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
「
ラ
イ
七
』
曇
6
一
阜
）
ε
、
第
三
，
イ
ヒ
も
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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ダ
ィ
5
（
窒
暮
￥
暴
三
ロ
フ
ィ
5
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

聾
ピ
ナ
チ
ス
は
、
殊
更
に
漁
「
第
三
ラ
ィ
ヒ
」
の
語
を
使
用
す
る
こ
・
じ
を
邊
け
．
彼
等
が
第
三
ラ
イ
ヒ
を
實
理
す
る
．
ξ

は
決
し
て
明
ら
か
に
主
張
せ
ず
且
輔
九
三
三
年
以
來
公
に
之
に
就
い
て
言
つ
た
Z
ε
も
な
い
』
（
5
ε
プ
フ
マ
ソ
を
引

用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
潮
田
敏
授
が
蓼
，
ト
ラ
婁
の
鰯
逸
は
第
三
ラ
ィ
ヒ
ぐ
あ
る
ε
自
稔
す
る
』
（
§
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ

ム
の
ε
は
、
一
見
矛
盾
す
る
様
で
あ
る
が
、
『
一
九
三
三
年
以
家
公
に
之
に
就
い
て
言
つ
た
こ
ε
も
な
い
』
ε
の
断
蚤

轡
き
は
．
以
前
に
は
言
つ
た
こ
と
が
あ
器
と
も
見
む
れ
、
實
は
現
在
も
『
公
に
』
で
は
な
く
ε
も
、
彼
等
の
問
に
も
（
四
）

一
般
に
も
（
五
）
叉
今
泉
教
授
の
言
は
れ
る
虞
で
は
ド
イ
ツ
の
學
界
に
於
て
も
（
六
）
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
私
が
「
第
三
ラ
ィ
ヒ
し
ε
い
ム
語
の
説
明
を
試
み
た
の
は
、
こ
の
語
が
今
日
歴
史
用
語
ε
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る

以
上
、
そ
の
歴
史
的
系
列
・
蓮
鎖
の
上
か
ら
時
代
鳳
分
を
見
る
如
く
．
我
等
史
墨
者
の
問
に
は
重
要
親
せ
ら
る
ぺ
き

で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
れ
を
明
か
に
せ
ん
ε
欲
し
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
ナ
チ
ス
自
身
に
よ
つ
て
使
用
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
タ

ゐ
る
ε
否
ε
は
問
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
潮
則
教
授
の
言
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
『
第
一
ラ
イ
ヒ
ε
第
二
茨
イ
ヒ
は
．
栂

れ
の
鰯
逸
で
あ
つ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
大
分
》
も
都
蓮
ひ
が
あ
る
』
（
七
）
か
ら
で
あ
る
。

　
今
泉
鍛
授
は
『
現
在
、
濁
逡
の
「
第
三
ラ
ィ
と
」
の
概
念
に
於
け
る
第
一
ラ
イ
と
が
カ
ー
ル
大
帝
の
建
て
た
ド
ィ
ッ

國
家
の
蓮
額
ε
も
見
ら
れ
る
紳
聖
ロ
警
マ
帝
國
（
九
六
二
計
ム
八
〇
六
）
を
意
味
し
、
第
ニ
ラ
ィ
ヒ
が
ピ
ス
マ
蜜
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

ち
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

時
代
の
ド
ィ
ッ
帝
國
（
一
八
七
一
一
ー
」
九
一
八
）
を
慧
昧
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
、
容
易
に
推
断
さ
れ
る
ε
こ
ろ
で
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あ
る
3
：
』
へ
八
）
《
読
か
れ
て
ゐ
る
が
、
必
ず
し
も
さ
う
は
い
へ
な
い
。
第
一
ラ
イ
と
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
が
ド
イ
ッ
語
で
は

四
七
六
年
以
前
の
本
來
の
ロ
■
マ
帝
國
ご
そ
の
後
の
東
ロ
」
マ
帝
國
を
慧
味
す
る
揚
合
も
あ
る
の
で
あ
つ
て
。
歴
史

を
知
ら
な
い
邦
人
の
問
に
は
兎
角
混
同
さ
れ
易
い
の
で
あ
る
。
潮
田
教
授
の
指
摘
せ
ら
れ
る
ε
乙
ろ
に
よ
れ
ぱ
，
米

國
知
名
の
致
治
學
者
で
す
ら
も
こ
れ
を
問
違
へ
て
ぬ
た
の
．
で
あ
る
し
（
九
）
、
我
が
國
の
憲
法
學
者
で
竈
同
七
誤
謬
を
口

に
し
て
ゐ
泥
（
δ
）
，
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
私
に
は
、
今
泉
教
授
の
言
は
れ
る
如
く
、
誰
に
乳
『
容
易
に
』
推
断
せ
ら
れ
る

ε
は
恩
は
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
但
し
私
の
『
論
文
に
竜
マ
ソ
・
ウ
の
盤
著
「
歌
洲
の
諸
政
府
」
か
ら
引
用
が
し
て

あ
る
け
君
ご
敏
「
補
魁
し
の
方
に
は
鰯
れ
て
な
い
』
（
二
）
と
御
注
意
下
さ
つ
た
潮
田
教
授
の
御
厚
意
に
威
謝
し
て
ゐ

る
私
は
．
實
は
潮
田
教
授
よ
与
も
も
つ
と
新
ら
し
い
『
補
逡
』
（
亡
一
）
を
斯
有
し
Z
れ
を
見
て
ゐ
た
こ
ε
の
た
め
に
、

却
づ
て
そ
の
引
用
を
怠
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
は
同
教
授
の
指
摘
せ
ら
れ
π
様
な
誤
謬
が
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
（
註
一
）
今
泉
教
漿
葛
前
掲
七
二
頁
o

　
　
へ
註
二
）
　
同
上
．
七
三
頁
o

　
　
註
証
三
）
　
潮
田
勲
授
㌻
前
掲
㎜
九
買
o

　
　
甕
四
）
例
へ
ば
髭
昏
一
薯
ぎ
＾
奮
ご
垂
窪
釜
6
蓼
と
い
ふ
聲
書
の
串
ン
＝
筥
葺
ご
窪
芽
鑑
・
蓄
萄
。
罠
窪
藝
。
釜
9

　
　
　
鷺
洋
9
6
彗
O
o
蛋
馨
糞
酔
《
」
・
く
豊
犀
喜
窪
貸
ε
一
◎
8
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
ナ
チ
政
府
の
大
立
物
な
る
披
が
序
文
を
書
い
て
ゐ
る
以
上
、

　
　
　
　
　
っ
イ
ラ
ヒ
外
男
息
息
一
）
ε
し
第
三
ラ
イ
鵯
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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η
ラ
イ
ヒ
』
（
脚
島
魯
）
ざ
『
第
三
ラ
イ
ヒ
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
．

　
り
η
ペ
ソ
ト
ロ
ッ
プ
は
少
く
と
も
こ
九
を
認
め
て
ゐ
る
鐸
で
あ
る
。

へ
註
戴
）
評
9
竃
鑑
R
・
望
馨
R
寄
観
幕
ぎ
噂
U
畠
身
醐
藩
寄
卿
島
罰
ヨ
〉
信
蜜
5
ム
騎
魯
・
む
U
脚
及
ぴ
騨
9
男
～
譲
碧
茜
S
詳
ぎ
鱒
民
O
ざ
急
薯

　
島
窃
ロ
鼻
霧
鐸
”
臨
聾
窃
“
¢
呂
●
な
ど
鍛
へ
切
れ
な
い
の
で
あ
る
o

（
註
六
）
　
今
泉
教
授
．
前
揚
八
三
頁
に
，
伯
林
大
學
の
ヘ
ー
デ
ヤ
ソ
敦
授
ぱ
最
抵
の
著
書
を
匹
彊
o
象
魯
窃
閑
9
鐸
試
O
ユ
一
幕
鋒
”
轟
と
題

　
し
て
ゐ
る
o
こ
れ
が
法
律
家
に
よ
り
始
め
て
探
用
さ
れ
た
『
第
三
，
イ
ヒ
』
で
あ
る
や
う
だ
と
数
擾
は
書
は
れ
る
o

（
註
七
）
　
潮
田
教
授
，
前
掲
九
頁
。

（
註
入
）
　
今
泉
教
凌
、
前
掲
七
三
買
o

ハ
註
九
）
　
潮
出
教
授
．
前
揚
九
頁
に
，
≦
養
2
話
蟹
竃
砦
3
』
爵
二
9
Ω
5
眞
霧
ぎ
警
①
φ
o
お
旨
旨
臼
冨
9
響
詫
O
℃
o
訟
5
8
6
8
”
＞

ω
信
琶
塞
。
謬
§
、
．
醤
6
。
。
ぐ
6
彗
萎
富
。
欝
信
輔
。
℃
。
鮎
。
く
匿
異
。
唱
．
．
零
芽
あ
響
毒
藝
ラ
イ
始
の
麗
裟
の
や
う

　
に
述
べ
て
ゐ
る
。
コ
入
七
一
年
垂
一
九
一
入
年
の
期
闘
が
第
一
ラ
イ
ヒ
と
呼
ば
れ
．
一
九
一
入
年
か
ら
一
九
一
云
一
一
年
に
至
（
中
聞
期
が
第
ニ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
4
と
碧
く
ほ
室
位
時
代
と
呼
ば
れ
．
こ
こ
敏
年
の
ヒ
，
レ
ラ
3
の
治
世
が
第
三
ラ
イ
ヒ
と
呼
ぱ
れ
る
』
（
岡
書
二
罵
頁
）
と
。
も
ち
ろ
ん
｛
れ
ほ

　
非
道
い
誤
り
で
あ
る
o

（
註
輔
O
）
そ
の
何
人
で
あ
る
か
は
言
ひ
た
く
な
い
が
．
し
か
し
そ
の
人
は
右
揚
の
マ
ソ
ロ
1
教
授
の
著
書
の
誤
謬
を
縫
激
し
た
の
で
あ
る
か
も

　
知
れ
な
い
。

（
註
一
一
）
　
潮
田
教
髪
，
前
揚
一
〇
頁
の
註
o

（
註
一
二
）
　
潮
田
数
授
の
使
憩
せ
ら
れ
た
の
は
ゆ
九
一
三
ハ
年
版
で
あ
る
が
そ
の
翌
年
和
行
せ
ら
れ
た
同
じ
表
題
の
一
〇
恩
O降
彊
ロ
覧
。
診
謬
一
一
酔
ε
聲
、
o

　
象
く
嚢
書
一
〇
量
o
＝
簑
ε
㊧
（
浮
く
響
島
蟹
ぎ
鐸
ソ
導
墜
に
は
．
．
o
窪
馨
遷
ぎ
毒
盆
o
暮
鳥
撃
琴
箋
宮
ま
3
募
3
識
旦
3
彗
o
量
o
摯

　
§
篇
琴
区
器
華
一
Ω
窪
募
ρ
o
琴
℃
一
毒
敏
岱
島
罰
雪
答
鼠
蓄
夢
⇔
コ
触
魯
垣
隻
畠
聯
二
霧
鷺
ユ
勲
一
一
零
一
・
¢
一
〇〇
器
蛇
霧
望
8
コ
昌
力
9
9
畦
夢
o
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黛
3
お
噛
3
彰
、
一
2
00
み
0
出
器
夢
o
一
碁
o
畦
o
讐
β
ヨ
．
馨
ユ
浮
o
一
き
”
震
詠
嵐
ヨ
9
ω
ぎ
8
夢
ω
一
お
壁
塁
賢
9
島
⇒
篇
魎
葛
費
o
§
二
＆
肉
鑑
3
・
．
．

　
　
　
と
正
し
く
詑
さ
れ
て
ゐ
る
。
訂
正
に
敏
な
る
米
國
學
者
に
私
隷
敬
憲
ウ
梯
つ
て
置
か
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
今
泉
教
授
は
2
た
私
が
第
一
第
二
帝
國
の
あ
つ
た
フ
ラ
ソ
ス
に
未
だ
存
在
ル
な
炉
第
三
ラ
イ
じ
が
、
從
來
第
一
第

ニ
ラ
イ
と
を
唱
へ
な
か
つ
た
ド
、
イ
ッ
に
出
現
し
た
ご
言
つ
泥
こ
ご
に
異
議
を
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
（
一
）
が
、
≧
れ
は
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
読
明
の
足
う
な
か
つ
た
こ
ご
k
茶
く
誤
解
で
あ
ら
う
。
私
は
そ
≧
で
は
歴
史
用
語
と
し
て
フ
ラ
ソ
ヌ
で
は
第
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ

ニ
帝
國
が
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ご
も
滴
現
實
の
國
家
を
か
メ
呼
ん
で
ゐ
な
い
ド
イ
ッ
に
第
三
ラ
イ
と
を
以
て
呼

ぱ
れ
る
國
家
が
、
生
れ
泥
嘘
ψ
ム
意
味
で
あ
つ
て
、
．
そ
こ
で
は
文
學
者
そ
り
他
が
唱
へ
る
架
室
の
成
は
理
想
の
國
家

を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
設
π
ド
ィ
ッ
の
第
三
ラ
ィ
じ
が
イ
プ
セ
ン
の
理
想
の
世
界
か
ら
來
た
も
の

だ
ε
は
私
は
説
娩
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
奮
來
第
三
到
イ
ヒ
ピ
塾
ム
語
が
出
て
裸
る
揚
合
は
常
に
精
騨
的
或
は
理
想
的

な
る
も
．
の
を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
現
實
の
國
家
で
は
な
い
。
メ
婁
ラ
7
の
如
き
も
多
分
に
こ
の
理
想
的
國
家
を
求
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
同
一
傾
桐
の
も
の
で
あ
る
こ
ピ
を
読
い
て
、
イ
プ
セ
ソ
を
そ
吻
一
例
に
學
げ
た
2
で
で
、
－
教
授
の
説
か
る
る
如
く

す
ク
ス
・
ペ
タ
ー
～
を
侯
つ
設
で
も
な
《
、
．
私
雪
同
じ
≧
と
を
説
い
て
ゐ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
（
ラ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
ヘ
註
一
）
　
今
泉
敦
授
、
前
揚
七
三
塞
七
流
頁
。

　
　
　
　
『
ラ
イ
ど
（
響
響
）
覧
第
三
ラ
イ
ヒ
旋
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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ヲ
ラ
イ
ヒ
臥
”
〇
三
一
）
建
『
第
三
ラ
イ
ヒ
ら
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
　
（
註
二
）
拙
文
．
前
掲
八
買
及
ぴ
そ
の
註
，
一
七
頁
に
も
私
は
第
三
ラ
イ
ヒ
が
現
賢
に
諜
哀
を
感
じ
た
人
類
の
求
め
る
理
想
的
締
紳
的
の
國
土
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
リ
　
セ
　
ち

　
　
し
て
憧
襟
せ
ら
れ
た
こ
と
は
一
切
に
止
ら
な
い
と
記
し
て
置
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
六

　
最
後
に
、
・
今
泉
教
授
は
ラ
イ
ヒ
特
有
の
意
味
ε
第
三
ラ
イ
ヒ
の
慧
味
ざ
を
匠
別
せ
ら
れ
『
現
在
、
標
準
的
意
味
ε
し

て
の
茨
イ
哲
は
・
・
：
・
鞭
司
静
艶
欝
脚
掛
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
第
三
ラ
幡
ヒ
」
U
霧
身
鐸
⇔
寄
一
9
忙
於
け

　
　
　
　
　
　
　
ヤ

る
ラ
イ
ヒ
は
、
亦
、
之
ε
異
る
意
味
内
容
を
持
つ
て
ゐ
る
』
（
一
）
と
い
は
れ
る
。
こ
れ
は
洵
k
當
然
な
の
で
あ
る
。
．
凡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

そ
何
れ
の
國
家
で
あ
つ
て
も
．
そ
れ
み
、
そ
の
歴
史
的
内
容
を
、
從
つ
て
個
性
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
か
ら
抽
象
せ
ら
れ
た
普
遍
的
概
念
は
、
何
れ
の
國
家
k
も
典
麺
す
る
識
を
持
つ
ε
共
k
“
費
た
何
れ
の
選
家
ε
も

完
全
に
は
一
致
し
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
泉
教
授
の
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ド
ゴ
ツ
法
律
ア
カ
デ
ミ
3
絶

裁
ハ
ソ
ぞ
フ
ラ
ソ
ク
の
言
う
如
く
コ
九
三
三
年
一
丹
三
十
日
以
來
即
ち
ナ
チ
ス
政
擁
獲
得
以
降
、
鰯
逸
民
族
は
再

び
ラ
イ
ヒ
形
成
り
途
上
に
あ
る
』
（
二
）
の
で
あ
る
か
ら
．
第
三
ラ
イ
ヒ
の
概
念
が
ラ
イ
ヒ
の
普
遍
的
共
短
概
念
ε
一
致

す
べ
き
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
『
翠
蝋
的
民
族
國
家
』
を
理
想
ε
す
る
ド
イ
ッ
第
三
ラ
イ
ヒ
が
『
填
太
利
、
ズ
デ
霧
テ
ン
、
メ
，
メ
ル
は
軌
れ

竜
大
部
分
掲
逸
人
の
居
住
す
る
地
方
で
あ
る
か
ら
、
之
を
ラ
ィ
ヒ
に
合
邦
す
る
理
由
は
存
在
す
る
サ
れ
ご
も
、
ぺ
婁



メ
ソ
（
峨
薄
物
ポ
）
．
メ
婁
ル
（
戯
麟
紛
郭
一
彬
煙
）
は
非
濁
逡
人
の
居
住
す
る
地
方
で
あ
る
か
ら
、
之
を
如
何
な
る
理
由
で
ラ

イ
ヒ
に
編
入
す
る
か
。
』
（
三
）
ナ
チ
ス
從
來
の
主
張
た
る
「
．
一
民
族
、
一
國
家
」
国
ぎ
＜
〇
一
F
o
ぎ
因
寓
畠
の
原
理
に
砥

鰯
し
な
ψ
か
ε
い
ム
問
題
の
生
じ
た
こ
、
篭
は
、
我
等
の
観
識
か
ら
し
て
は
面
白
い
。
彼
等
は
羅
一
民
族
國
家
を
以
て

ラ
イ
ヒ
の
標
準
的
意
味
ε
定
義
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
寧
ろ
從
來
言
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
民
族
即
ち
ネ
，
シ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

ソ
の
定
義
ε
見
る
ぺ
き
も
の
で
、
ド
イ
ッ
ラ
イ
ヒ
が
民
族
形
成
の
行
程
を
辿
多
ウ
つ
あ
る
こ
ε
を
示
す
も
の
k
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ぬ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

な
い
や
ラ
イ
セ
の
概
念
は
寧
ろ
多
民
族
、
複
合
性
の
國
家
の
統
一
あ
る
も
の
、
即
ち
支
配
的
大
國
家
を
示
す
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

あ
ウ
｛
、
ド
ィ
ツ
が
さ
う
い
ぷ
地
域
的
國
家
に
進
み
つ
つ
あ
る
こ
ε
は
．
ナ
チ
ス
の
主
張
に
こ
そ
矛
盾
す
れ
」
ラ
ィ

ヒ
一
般
の
概
念
に
は
該
當
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
が
ド
ィ
ッ
的
プ
チ
的
に
捉
は
れ
だ
れ
ぱ
こ
そ
か
か
る
繹
明
を
必
要

ε
す
る
の
み
で
あ
る
ー

　
　
（
註
一
）
　
今
泉
教
擾
．
前
揚
六
六
．
七
二
頁
O

　
　
（
註
二
）
　
岡
上
－
、
六
九
頁
。
，

　
　
（
註
三
）
　
同
上
．
七
〇
頁
o

（鱒）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

私
は
第
三
ラ
ィ
ヒ
の
登
生
を
説
い
て
．
そ
の
内
容
k
つ
い
て
多
く
を
言
は
な
か
つ
た
。
今
泉
教
授
の
7
ラ
ジ
ク
の

　
　
　
℃
ラ
窪
委
菅
と
璽
笙
叢
き
5
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
一



（弱）

　
　
　
　
　
ー
ラ
イ
ヒ
』
（
”
島
島
）
ε
マ
第
三
ラ
イ
ヒ
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

設
の
紹
介
に
よ
つ
て
こ
の
映
箔
が
充
堤
せ
ら
れ
た
こ
ε
を
、
私
は
同
教
授
に
戚
謝
す
る
。
き
う
し
て
メ
量
ラ
警
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

他
の
理
想
ぜ
し
て
説
い
た
ご
課
奮
捧
箆
・
は
何
れ
も
奮
來
の
意
味
に
於
て
の
第
三
の
帝
國
を
娼
す
電
の
で
あ
つ

た
。
こ
れ
は
私
も
十
分
k
賛
意
を
表
し
て
ゐ
た
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
ラ
ィ
転
に
帝
國
以
外
の
意
味
む
持
π
な
か
つ
．
彪
奮

來
の
考
へ
方
に
於
て
、
そ
の
求
む
る
第
三
の
も
の
が
帝
國
で
あ
る
こ
ε
は
至
當
だ
か
ら
で
あ
そ
。

　
し
か
し
ド
ィ
ツ
に
出
楽
た
現
實
の
國
家
ご
し
て
の
U
霧
象
欝
寄
菩
は
帝
國
と
謬
す
べ
き
で
な
い
こ
ε
は
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

學
に
私
の
縷
説
U
た
る
ピ
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
『
メ
，
ラ
亨
の
第
三
ラ
イ
ピ
の
恩
想
は
、
第
三
帝
國
（
U
器
身
捧
o

一く

謬
費
義
畠
）
の
固
定
的
形
態
を
離
れ
て
．
濁
逸
人
本
來
の
思
想
た
る
厨
謂
第
三
ラ
イ
ヒ
（
U
霧
忌
律
o
垣
寓
昏
）
ピ

な
つ
て
喧
傳
せ
ら
れ
、
今
や
．
現
在
の
獅
逸
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
魅
惑
的
な
言
葉
ε
な
つ
て
仕
舞
つ
π
』
（
一
）
ε

い
ふ
今
泉
毅
授
の
記
載
に
は
満
腔
の
養
意
を
惜
設
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
註
一
）
　
今
泉
教
授
．
前
掲
八
憲
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
四
〇
・
三
・
二
〇
）


